
関係者における各種施策の取組状況について

１ リサイクル料金の引下げ（報告書Ｐ１５～Ｐ１６関連）

メーカー７２社中３７社（９月１９日現在）において、エアコン、テレビ（１５型

以下）及び冷蔵庫・冷凍庫（１７０リットル以下）のリサイクル料金について、回収

される資源の価格上昇やリサイクルプラントの処理効率化、２０１１年のアナログ放

送停波を控えた適正排出の促進や消費者の負担軽減等を理由に、１１月から引き下げ

ることをそれぞれ予定している。

【改定予定メーカーにおける改定後のリサイクル料金（額はいずれも税込み）】

品目 現行料金 改定料金 引下げ額

エアコン 3,150 円 2,625 円 ▲525 円

ブラウン管テレビ

画面サイズ１６型以上のもの
2,835 円

（現行どおり） －

画面サイズ１５型以下のもの 1,785 円 ▲1,050 円

冷蔵庫・冷凍庫

容積が１７１㍑以上のもの
4,830 円

（現行どおり） －

容積が１７０㍑以下のもの 3,780 円 ▲1,050 円

洗濯機 2,520 円 （現行どおり） －

※ この表は、改定予定メーカーにおける改定後の料金の内容を便宜上まとめて記

載したものであり、３７社全社が、それぞれ、すべての品目を生産又はすべての

料金を改定することを示すものではない。

２ 指定引取場所の共有化（報告書Ｐ１８関連）

現在、メーカーによってＡ・Ｂの２グループに分かれている指定引取場所（全国計

３８０カ所）については、両グループにおいて段階的に共有化を実施することとして

おり、本年１０月からＡ・Ｂ間の距離が相当程度離れている４１カ所を先行して共有

化するほか、平成２１年度末までに、原則としてすべての指定引取場所の共有化を図

る方向で調整が進められている。

３ 不法投棄・離島地域対策に係る協力体制の構築（報告書Ｐ１８～Ｐ１９関連）

市町村における不法投棄対策及び離島地域における収集運搬の改善に関するメー

カー等による資金面も含めた協力体制の構築については、メーカー側からの要請を受

けた（財）家電製品協会において検討がなされ、不法投棄未然防止事業協力及び離島

対策事業協力の公募が開始された（別紙１、２参照）。これらについては、今後３年

間実施される予定である。

資料６
























